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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月５日（金） １２時４８分ごろ 

発生場所 新潟県上越市鳥
とり

ケ
が

首
くび

岬西北西方沖 

鳥ケ首岬灯台から真方位３０２°１.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３７°１１.２′ 東経１３８°０３.９′） 

事故調査の経過  平成２５年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 第二金
きん

栄
えい

丸、７.９トン 

２２０－２３３０３新潟、個人所有 

１３.７６ｍ（Lr）×３.１８ｍ×１.４５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４０５.００kＷ、平成６年８月２３日 

Ｂ プレジャーモーターボート ＴＲＩＤＥＮＴ
ト ラ イ デ ン ト

－Ⅱ、５トン未満 

２２０－２０１０６新潟、個人所有 

６.１０ｍ（Lr）×２.１３ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、６６.２kＷ、平成１１年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和４９年１０月２３日 

免許証交付日 平成２１年８月２８日 

（平成２７年３月２１日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ４０歳 

二級小型船舶操縦士 

免 許登録日 平成１８年７月２７日 

免許証交付日 平成２４年１０月２３日 

（平成２９年１０月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免 許登録日 平成７年７月７日 

免許証交付日 平成２１年１１月１６日 

（平成２７年７月６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 



- 2 - 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ）、重傷 １人（同乗者Ｂ２）、軽傷 １人

（同乗者Ｂ１） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船側外板に破口、亀裂、擦過傷等 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが２人で乗り組み、釣り客１１人を乗

せ、平成２５年４月５日０５時３０分ごろ鳥ケ首岬西北西方沖で船首

を北東方に向けて漂泊し、左舷側に５人及び右舷側に６人の釣り客が

それぞれ並んでクーラーボックスに腰を掛けて釣りを始めた。 

船長Ａは、１０時ごろ甲板員Ａと操船を交替し、釣り客の手伝いを

行った。 

甲板員Ａは、ＧＰＳプロッターを見ながら、Ａ船が北東に約２０～

３０分間流されれば、釣り客に釣り糸を引き上げさせ、機関を前進に

かけて潮上りをして釣り始めた場所に戻り、船首を北東に向けて機関

を中立として流し釣りを再開し、その後も潮上りを繰り返していた。

甲板員Ａは、本事故前、潮上りを終えて漂泊中、Ｂ船が、Ａ船の左

舷側を通過し、Ａ船の後方約５０ｍで漂泊した様子を数回見ていた。

甲板員Ａは、潮上りを行うため、釣り客に釣り糸を引き上げるよう

に指示したのち、操舵室から乗り出して周囲を見渡し、Ａ船の近くに

他船を見掛けなかったので、左舷方に他船はいないものと思い、ま

た、船尾方を見たが、Ｂ船は見えなかった。 

甲板員Ａは、操舵室の操縦席に腰を掛け、機関を前進に入れ、機関

の回転数毎分（rpm）を５００～６００とし、左舵一杯にした。 

甲板員Ａは、反転して釣りを始めた場所に向ける南西に針路を定

め、機関を約５～６ノット（kn）の対地速力となる約８００rpmに上

げたところ、鳥ケ首岬灯台から真方位３０２°１.８Ｍ付近において、

「ドン」という音を聞き、何かに当たったと思い、機関を中立とし、

船首部に移動して船首方を見たところ、転覆したＢ船を認め、Ｂ船と

衝突したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、１２時００

分ごろから鳥ケ首岬西北西方沖で機関を中立として船首を西方に向け

て漂泊し、左舷側で船長Ｂ及び同乗者（以下「同乗者Ｂ１」という。）

が、右舷側でもう１人の同乗者（以下「同乗者Ｂ２」という。）がそれ

ぞれ釣りを行った。 

船長Ｂは、Ｂ船が潮に約１５～２０分間流されれば、海中に垂らし

た糸が斜めに延びるので、機関を前進にかけて釣り始めた場所に戻

り、機関を中立としていた。 

Ｂ船は、鳥ケ首岬西北西方沖で漂泊してから、潮流の影響によって

東寄りに流され、潮上りを約３回行った。 

同乗者Ｂ２は、１２時４８分ごろ、左舷側で釣りを行っていた船長

Ｂの「危ない、ぶつかる」との叫ぶ声を聞き、右向きに右舷船尾方を
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振り返った際、約１０ｍに接近しているＡ船を認め、船長Ｂ及び同乗

者２人がＡ船に向かって大声で叫んだものの、Ａ船の船首部とＢ船の

右舷船尾が衝突した。 

Ｂ船は、衝突によって転覆し、同乗者Ｂ１は船内から出たが、同乗

者Ｂ２は、船内の海面で救命胴衣によって浮いており、船内の海面で

漂っている船長Ｂを見付けて身体を揺すったが、動かなかったので、

船長Ｂを船外に押し出し、船外へ出た。 

Ａ船は、船長Ｂ及び同乗者Ｂ２を救助したのち、甲板員Ａ及び釣り

客２人が、船長Ｂに人工呼吸及び心臓マッサージを施し、寒さで震え

ていた同乗者Ｂ２には衣服を掛け、甲板員Ａから海上保安庁に連絡す

るように依頼された釣り客が、１２時５２分ごろ携帯電話で１１８番

へ連絡した。 

同乗者Ｂ１は、付近にいたＡ船の僚船に救助され、Ａ船と共に新潟

県上越市名
な

立
だち

漁港に向かった。 

船長Ｂ及び同乗者２人は、名立漁港において、救急車によって病院

へ搬送されたのち、船長Ｂは、６日００時５３分死亡が確認されて溺

水による蘇生後心筋障害と検案され、同乗者Ｂ２は、肺炎、溺水及び

低体温症と診断された。同乗者Ｂ１は、その後、頭部及び腹部に痛み

を感じ、別の病院で受診した。 

Ｂ船は、巡視艇にえい
．．

航されて上越市直江津港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 高潮時、海水温度 約１０℃ 

 その他の事項  Ａ船は、操舵室が中央にあって上甲板より１段高くなっており、船

首部の海面からの高さは、約２ｍであった。 

 甲板員Ａは、通常約１２kn で航行し、それ以下の速力で航行して

も、船首の浮上は生じず、操舵室の操縦席で操船をしても見張りに支

障はなかった。 

 釣り客は、本事故当時、次の釣りの準備をしていた。 

 船長Ａは、本事故当時、操舵室右舷側の入口に右舷方を向いて腰を

掛けていたが、叫び声を聞き、立ち上がって右舷に近寄って死角とな

る船首方を見たところ、Ｂ船が左舷側に転覆する様子を認めた。 

 Ｂ船は、中央より船首側に操舵室が設けられ、海面から操舵室の天

井までの高さが約１.４ｍであり、その上部にはＧＰＳアンテナ及び

灯火のマストなどがあった。 

 同乗者Ｂ２は、本事故前、付近の海域にＡ船ほか約３隻の船舶が漂

泊していたことを認めていた。 

 Ａ船の釣り客及びＢ船の同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

船長Ｂ、船長Ａ及び甲板員Ａは、救命胴衣を着用していなかった。

船長Ｂは、本事故当時、体調不良を訴えていなかった。 
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分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、鳥ケ首岬西北西方沖で漂泊中、甲板員Ａが、Ａ船を発進さ

せる際、左舷方に他船はいないものと思い、左舷方の見張りを適切に

行っていなかったことから、左舷方で漂泊中のＢ船に気付かず、左舵

一杯で反転し、南西進したところ、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、鳥ケ首岬西北西方沖で漂泊して釣り中、船長Ｂが、左舷側

で釣りを行い、Ａ船が右舷船尾へ約１０ｍに接近して気付いたことか

ら、Ａ船と衝突した可能性があると考えられるが、Ａ船が約１０ｍに

接近して気付くこととなった状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

船長Ｂの死因は、溺水による蘇生後心筋障害であった。 

原因 本事故は、鳥ケ首岬西北西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が

漂泊して釣り中、甲板員Ａが、漂泊中のＡ船を発進させる際、左舷方

に他船はいないものと思い、左舷方の見張りを適切に行っておらず、

また、船長ＢがＡ船が右舷船尾へ約１０ｍに接近して気付いたため、

両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・発進する際、他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを適

切に行うこと。 

・釣りを行う場合、釣りによって見張りが妨げられないように注意

すること。 

・救命胴衣の着用に努めるとともに、適切な着用を心掛けること。

 


